
一
頁

○
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
八
号

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
第
三
条
の

書
面
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
一
日

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

茶
谷

栄
治

製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
明
示
に
関

す
る
規
則

第
一
条

製
造
委
託
等
に
係
る
中
小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延
等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て



二
頁

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

委
託
事
業
者
及
び
中
小
受
託
事
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
事
業
者
別
に
付
さ
れ
た
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ

て
委
託
事
業
者
及
び
中
小
受
託
事
業
者
を
識
別
で
き
る
も
の

二

製
造
委
託
等
を
し
た
日
、
中
小
受
託
事
業
者
の
給
付
（
役
務
提
供
委
託
又
は
特
定
運
送
委
託
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提

供
さ
れ
る
役
務
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
並
び
に
そ
の
給
付
を
受
領
す
る
期
日
（
役
務
提
供
委
託
又
は
特
定
運
送
委
託
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
中
小
受
託
事
業
者
か
ら
そ
の
委
託
に
係
る
役
務
の
提
供
を
受
け
る
期
日
（
期
間
を
定
め
て
提
供
を
委

託
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
）
）
及
び
場
所

三

中
小
受
託
事
業
者
の
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
検
査
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
検
査
を
完
了
す
る
期
日

四

製
造
委
託
等
代
金
の
額
及
び
支
払
期
日

五

製
造
委
託
等
代
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
に
つ
き
、
委
託
事
業
者
、
中
小
受
託
事
業
者
及
び
金
融
機
関
の
間
の
約
定

に
基
づ
き
、
中
小
受
託
事
業
者
が
債
権
譲
渡
担
保
方
式
（
中
小
受
託
事
業
者
が
、
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る
額

の
代
金
債
権
を
担
保
と
し
て
、
金
融
機
関
か
ら
当
該
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
の
貸
付
け
を
受
け
る



三
頁

方
式
を
い
う
。
）
又
は
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
方
式
（
中
小
受
託
事
業
者
が
、
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
代
金

債
権
を
金
融
機
関
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
金
融
機
関
か
ら
当
該
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭

の
支
払
を
受
け
る
方
式
を
い
う
。
）
若
し
く
は
併
存
的
債
務
引
受
方
式
（
中
小
受
託
事
業
者
が
、
製
造
委
託
等
代
金
の
額

に
相
当
す
る
額
の
代
金
債
務
を
委
託
事
業
者
と
共
に
負
っ
た
金
融
機
関
か
ら
、
当
該
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る

額
の
金
銭
の
支
払
を
受
け
る
方
式
を
い
う
。
）
に
よ
り
金
融
機
関
か
ら
当
該
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金

銭
の
貸
付
け
又
は
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
金
融
機
関
の
名
称

ロ

当
該
金
融
機
関
か
ら
貸
付
け
又
は
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
額
及
び
そ
の
期
間
の
始
期

ハ

当
該
代
金
債
権
又
は
当
該
代
金
債
務
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
当
該
金
融
機
関
に
支
払
う
期
日

六

製
造
委
託
等
代
金
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
に
つ
き
、
委
託
事
業
者
及
び
中
小
受
託
事
業
者
が
電
子
記
録
債
権
法
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権
の
発
生
記
録
又
は
譲
渡
記
録
を
す
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
電
子
記
録
債
権
の
額
及
び
中
小
受
託
事
業
者
が
製
造
委
託
等
代
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す



四
頁

る
期
間
の
始
期

ロ

電
子
記
録
債
権
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
電
子
記
録
債
権
の
支
払
期
日

七

製
造
委
託
等
に
関
し
原
材
料
等
を
委
託
事
業
者
か
ら
購
入
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
品
名
、
数
量
、
対
価
及
び
引
渡
し
の

期
日
並
び
に
そ
の
決
済
の
期
日
及
び
方
法

八

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
明
示
し
な
い
も
の
（
以
下
「
未
定
事
項
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
未
定
事
項
の
内
容
が
定
め
ら
れ
な
い
理
由
及
び
当
該
未
定
事
項
の
内
容
を
定
め
る
こ

と
と
な
る
予
定
期
日

２

前
項
第
四
号
の
製
造
委
託
等
代
金
の
額
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
金
額
の
明
示
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
場
合
に
は
、
製
造
委
託
等
代
金
の
具
体
的
な
金
額
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
算
定
方
法
の
明
示
を
す
る
こ
と
を
も
っ
て

足
り
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
一
定
期
間
に
お
け
る
製
造
委
託
等
に
つ
い
て
共
通
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ

の
旨
を
書
面
の
交
付
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
よ
り
明
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
け
る
製
造
委
託
等
に
係

る
当
該
事
項
の
明
示
は
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
旨
を
明
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。



五
頁

４

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
未
定
事
項
を
明
示
す
る
と
き
は
、
未
定
事
項
以
外
の
事
項
の
明
示
と
の
関

連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通

信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
方
法

二

電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法

２

前
項
の
方
法
は
、
明
示
す
べ
き
事
項
が
中
小
受
託
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
文
字
、
番
号
、
記
号

そ
の
他
の
符
号
で
明
確
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
の
書
面
に
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

中
小
受
託
事
業
者
か
ら
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
示
に
つ
い
て
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
希
望
す
る

旨
の
申
出
（
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
中
小
受
託
事
業
者
の
責
め
に



六
頁

帰
す
べ
き
理
由
が
な
い
の
に
、
当
該
明
示
を
受
け
た
事
項
を
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
て
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
く
。

二

当
該
製
造
委
託
等
に
つ
い
て
既
に
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
の
交
付
が
さ
れ
て
い
た
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
製
造
委
託
等
に
係
る
行
為
が
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務
委
託
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
業
務
委
託
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
と
き
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


